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人
事
委
員
会
規
則

■群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
総
務
・
審
査
係
」
を
「
総
務
審
査
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
取
組
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
六
項
中
「
群
馬
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
職
員
の
定
数
、
群
馬
県
議
会
事
務
局
の
組
織
及
び
定
数
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十

二
年
群
馬
県
条
例
第
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
定
数
、
群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員

定
数
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
定
数
、
識
見

を
有
す
る
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
監
査
委
員
及
び
監
査
委
員
の
事
務
局
職
員
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
職
員
の
定
数
、
群
馬
県
教
育
委
員
会

事
務
局
等
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の

定
数
又
は
群
馬
県
警
察
本
部
の
組
織
及
び
定
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
二

十
五
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
職
員
の
定
員
ご
と
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
十

五
」
を
「
各
任
命
権
者
の
職
員
の
定
数
又
は
定
員
を
考
慮
し
て
任
命
権
者
ご
と
に
人
事
委
員
会
の
定

め
る
号
給
数
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
㈢
の
項
２
中
「
健
康
福
祉
部
保
健
予
防
課
」
を
「
生
活
こ
ど
も
部
児
童

福
祉
・
青
少
年
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
㈢
の

項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四
中
「
三
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

「
デ
ジ
タ
ル
ト

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
県
庁
の
項
中
「
危
機
管
理
監
」
を

危
機
管
理
監

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監

に
改
め
、
別
表
第
三
の
う
ち
三
教
育
委
員
会
の
表
教
育
機

」
「
館
長
（
図
書
館
の
館
長
に
限
る
。
）

関
等
（
学
校
を
除
く
。
）
の
項
中

を
「
館
長
（
図
書
館

副
所
長

」

「
室
長

の
館
長
に
限
る
。
）
」
に
、
「
室
長
」
を

に
改
め
る
。

副
所
長
」

様
式
第
一
号
中

「

「

所
属
長
印

年
月

日
年

月
日

を

に
改
め
る
。

」

」
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「

「

様
式
第
二
号
中

印

を

に
改
め
る
。

」

」

様
式
第
四
号
（
そ
の
１
）
中

「

「

所
属

の
受

付
印

所
属

の
受

付
日

を

に
、

年
月

日
提
出

」

年
月

日
提
出

」

「

氏
名

印

を
」

「

氏
名

に
、

」

「

（届
出
者
印

）

（届
出
者
印

）

（届
出
者
印

）

所
属
の
受
付
印

所
属
の
受
付
印

所
属
の
受
付
印

を
」

「

所
属
の
受
付
日

所
属
の
受
付
日

所
属
の
受
付
日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

に
、

」

「氏
名

印

」
を
「氏

名

」
に
、

「

取
認
定
権
者

認
定
権
者

認
定
権
者

扱者

を

認印
印

印
印

」

「

認
定
権
者

認
定
権
者

認
定
権
者

取扱

に
改
め
る
。

者

」

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
群
馬
県

人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
中

「

「

七
〇
円

六
六
〇
円

五
三
〇
円

三
四
〇
円

一
二
〇
円

九
三
〇
円

六
九
〇
円

一
、
五
二
〇
円

一
、
二
五
〇
円

三
〇
〇
円

八
九
〇
円

五
四
〇
円

一
、
四
九
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
六
七
〇
円

二
七
〇
円

八
六
〇
円

三
九
〇
円

一
、
四
五
〇
円

九
六
〇
円

二
、
〇
四
〇
円

一
、
五
二
〇
円

二
、
六
三
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

八
三
〇
円

二
五
〇
円

一
、
四
二
〇
円

八
一
〇
円

二
、
〇
一
〇
円

一
、
三
七
〇
円
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二
、
六
〇
〇
円

一
、
九
四
〇
円

三
、
一
九
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

一
、
三
八
〇
円

六
六
〇
円

一
、
九
八
〇
円

一
、
二
三
〇
円

二
、
五
七
〇
円

一
、
七
九
〇
円

三
、
一
六
〇
円

二
、
三
五
〇
円

三
、
七
五
〇
円

二
、
九
二
〇
円

一
、
九
四
〇
円

一
、
〇
八
〇
円

二
、
五
三
〇
円

一
、
六
四
〇
円

三
、
一
二
〇
円

二
、
二
一
〇
円

三
、
七
二
〇
円

二
、
七
七
〇
円

四
、
三
一
〇
円

三
、
三
三
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

三
、
〇
九
〇
円

二
、
〇
六
〇
円

三
、
六
八
〇
円

二
、
六
二
〇
円

四
、
九
九
〇
円

を

三
、
九
一
〇
円

に
、
「
一
四
六
円
」
を
「
一
四
一

五
、
五
九
〇
円

四
、
四
七
〇
円

三
、
七
八
〇
円

二
、
六
三
〇
円

四
、
三
七
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

六
、
〇
二
〇
円

四
、
八
二
〇
円

六
、
六
一
〇
円

五
、
三
八
〇
円

七
、
二
〇
〇
円

五
、
九
五
〇
円

六
、
八
九
〇
円

五
、
六
一
〇
円

八
、
三
九
〇
円

七
、
〇
七
〇
円

八
、
九
八
〇
円

七
、
六
四
〇
円

九
、
五
七
〇
円

八
、
二
〇
〇
円

一
〇
、
一
六
〇
円

八
、
七
六
〇
円

一
〇
、
六
〇
〇
円

九
、
一
八
〇
円

一
一
、
一
九
〇
円

九
、
七
四
〇
円

一
一
、
七
九
〇
円

一
〇
、
三
〇
〇
円

一
二
、
三
八
〇
円

一
〇
、
八
七
〇
円

一
三
、
六
二
〇
円

一
二
、
〇
八
〇
円

一
三
、
三
一
〇
円

一
一
、
七
四
〇
円

一
三
、
九
〇
〇
円

一
二
、
三
一
〇
円

一
四
、
四
九
〇
円

一
二
、
八
七
〇
円

一
五
、
六
五
〇
円

一
四
、
〇
〇
〇
円

一
六
、
二
五
〇
円

一
四
、
五
七
〇
円

一
五
、
九
四
〇
円

一
四
、
二
三
〇
円

一
六
、
五
三
〇
円

一
四
、
七
九
〇
円

一
七
、
六
〇
〇
円

一
五
、
八
四
〇
円

一
八
、
一
九
〇
円

一
六
、
四
〇
〇
円

一
八
、
七
八
〇
円

一
六
、
九
六
〇
円

一
九
、
三
八
〇
円

一
七
、
五
三
〇
円

二
〇
、
四
一
〇
円

一
八
、
五
三
〇
円

二
一
、
〇
〇
〇
円

一
九
、
〇
九
〇
円

二
一
、
五
九
〇
円

一
九
、
六
六
〇
円

二
二
、
一
八
〇
円

二
〇
、
二
二
〇
円

二
三
、
一
五
〇
円

二
一
、
一
六
〇
円
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二
三
、
七
四
〇
円

二
一
、
七
三
〇
円

二
四
、
三
四
〇
円

二
二
、
二
九
〇
円

二
四
、
九
三
〇
円

二
二
、
八
五
〇
円

」

」

円
」
に
、
「
十
二
・
四
」
を
「
十
二
・
七
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
知
事
事
務
部
局
の
部
県
庁
の
項
中
「
危
機
管
理
監
」
を
「
推
進
監

危
機
管
理
監
」
に
、

「
歯
科
医
長
」
を
「
歯
科
部
長

歯
科
医
長
」
に
改
め
、
同
部
地
域
機
関
等
（
組
織
規
則
第
二
十
条

に
規
定
す
る
地
域
機
関
及
び
専
門
機
関
を
い
う
。
）
の
項
中
「
歯
科
医
長
」
を
「
歯
科
部
長

歯
科

医
長
」
に
改
め
、
同
表
企
業
局
の
部
地
域
機
関
の
項
中
「
次
長

団
地
総
合
事
務
所
前
橋
支
所
長
」

を
「
次
長
」
に
、
「
吾
妻
発
電
事
務
所
湯
川
支
所
長
（
総
括
）

吾
妻
発
電
事
務
所
湯
川
支
所
長
」

を
「
吾
妻
発
電
事
務
所
湯
川
支
所
長
（
総
括
）

吾
妻
発
電
事
務
所
湯
川
支
所
長

団
地
総
合
事
務

所
前
橋
支
所
長
（
総
括
）

団
地
総
合
事
務
所
前
橋
支
所
長
」
に
改
め
、
同
表
病
院
局
の
部
専
門
機

関
の
項
中
「
副
院
長
」
を
「
副
院
長

院
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
教
育
機
関

（
県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
を
除
く
。
）
の
項
中
「
館
長
（
文
書
館
長
及
び
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
館
長
を
除
く
。
）

総
長
」
を
「
総
長
」
に
、
「
文
書
館
長

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

室
長

副
所
長

副
館
長
」
を
「
所
長
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
を
除
く
。
）

館
長
」
に
、

「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
館
長

青
少
年
自
然
の
家
所
長
」
を
「
室
長

副
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
の
二
中
「

氏
名
及
び
印

」
を
「及

び
氏
名

」
に
改
め
る
。

、「取
扱

別
記
様
式
第
七
号
裏
面
中

を
「取

扱
者

」
に
改
め
る
。

者
印

」

別
記
様
式
第
八
号
か
ら
別
記
様
式
第
九
号
の
二
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

「取
者

別
記
様
式
第
十
一
号
裏
面
中

を
「取

扱
者

」
に
改
め
る
。

扱
印

」

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
十
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
表
面
中
「受

給
資
格
者
氏
名

印

」
を
「受

給
資
格
者
氏
名

」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
表
面
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
表
面
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
裏
面
中
「取

扱
者
印

」
を
「取

扱
者

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
二
、
別
記
様
式
第
二
十
号
の
三
表
面
及
び
別
記
様

式
第
二
十
号
の
四
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
注
以
外
の
部
分
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
二

注
以
外
の
部
分
及
び
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
三
表
面
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
議
会
事
務
部
局
の
項
中
「
総
務
係
長
」
を
「
総
務
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
長
」
に
改
め
、
同
表
知
事

事
務
部
局
の
項
中
「
部
長
（
」
の
下
に
「
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
及
び
」

を
加
え
、
「
戦
略
企
画
課
、
環
境
政
策
課
及
び
産
業
政
策
課
の
総
務
予
算
係
長

監
理
課
総
務
企
画

係
長
」
を
「
戦
略
企
画
課
総
務
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
長
」
に
、

「

秘
書
課

秘
書
第
一
係
長

秘
書
第
二
係
長

を
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」

「

秘
書
課

秘
書
第
一
係
長

秘
書
第
二
係
長

業
務
プ

シ
ス
テ
ム
管
理
係
長

に
、

ロ
セ
ス

改
革
課

」

「
管
理
係
長

福
利
厚
生
係
長
」
を
「
福
利
厚
生
係
長
」
に
、
「
総
務
企
画
係
長

資
金
・
決
算
係

長
」
を
「
総
務
・
決
算
係
長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
副
館
長

副
所
長
」
を
「
副

所
長
」
に
改
め
、
同
表
監
査
委
員
事
務
局
の
項
中
「
企
画
監
査
係
長
」
を
「
総
務
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係

長
」
に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中
「
総
務
・
審
査
係
長
」
を
「
総
務
審
査
・
Ｄ
Ｘ
推

進
係
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
記
様
式
第
一
号
中

氏
名

印

を

氏
名

」

」

に
、
「届

出
年
月
日
・
届
出
者
印

」
を
「届

出
年

月
日

」
に
、
「年

月
日

印

」

を
「年

月
日

」
に
、
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

「

「

別
記
様
式
第
二
号
中

氏
名

印

を

氏
名

」

」

に
、
「届

出
年
月
日
・
届
出
者
印

」
を
「届

出
年

月
日

」
に
、
「年

月
日

印
」

を
「年

月
日

」
に
、

「氏
名

印
氏
名

印
氏
名

印

を
」

「氏
名

氏
名

氏
名

に
改

」

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
人
事
委
員
会
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

群
馬
県
人
事
委
員
会
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

群
馬
県
人
事
委
員
会
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
人
事

委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
確
認
し
た
う
え
、
当
事
者
に
記
名
押
印
」
を
「
確
認
」
に
改
め
、
同
項
後

段
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
東
毛
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
及
び
繊
維
工
業
試
験
場
」
を
加
え
、

「
、
繊
維
工
業
試
験
場
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第１６号）
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群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
署
名
又
は
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
又
は
記
名
押
印
」
を
削
る
。

第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
署
名
又
は
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監

第
十
四
条
第
一
号
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
六
条
第
十
号
」
を
「
第
六
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
文
書
館
長
」
の
下
に
「
、
図
書
館
長
」
を
、
「
ぐ
ん
ま
昆
虫
の
森
園

長
」
の
下
に
「
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
館
長
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
及
び
別
記
様
式
第
一
号
か

ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
中

「

「

二
、
〇
七
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
六
六
〇
円

二
、
五
三
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
一
〇
〇
円

四
、
四
四
〇
円

四
、
二
二
〇
円

五
、
〇
三
〇
円

四
、
七
九
〇
円

五
、
六
二
〇
円

五
、
三
五
〇
円

六
、
五
〇
〇
円

六
、
五
〇
〇
円

六
、
八
〇
〇
円

六
、
五
〇
〇
円

七
、
三
九
〇
円

七
、
〇
四
〇
円

七
、
九
九
〇
円

七
、
六
〇
〇
円

八
、
五
八
〇
円

八
、
一
七
〇
円

九
、
一
七
〇
円

八
、
九
〇
〇
円

九
、
七
六
〇
円

九
、
二
九
〇
円

一
〇
、
三
五
〇
円

九
、
八
六
〇
円

一
〇
、
九
四
〇
円

一
〇
、
四
二
〇
円

一
一
、
五
三
〇
円

一
〇
、
九
八
〇
円

一
二
、
一
三
〇
円

一
一
、
五
五
〇
円

一
二
、
七
二
〇
円

一
二
、
一
一
〇
円

一
三
、
三
一
〇
円

一
二
、
六
七
〇
円

一
三
、
九
〇
〇
円

一
三
、
二
四
〇
円

一
四
、
四
九
〇
円

一
三
、
八
〇
〇
円

一
五
、
〇
八
〇
円

一
四
、
三
六
〇
円
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一
五
、
六
八
〇
円

一
四
、
九
三
〇
円

一
六
、
二
七
〇
円

一
五
、
四
九
〇
円

一
六
、
八
六
〇
円

一
六
、
〇
五
〇
円

一
七
、
四
五
〇
円

一
六
、
六
二
〇
円

一
八
、
〇
四
〇
円

一
七
、
一
八
〇
円

一
八
、
六
三
〇
円

一
七
、
七
四
〇
円

一
九
、
二
二
〇
円

一
八
、
三
一
〇
円

一
九
、
八
二
〇
円

一
八
、
八
七
〇
円

二
〇
、
四
一
〇
円

一
九
、
四
三
〇
円

二
一
、
〇
〇
〇
円

二
〇
、
〇
〇
〇
円

二
一
、
五
九
〇
円

二
〇
、
五
六
〇
円

二
二
、
一
八
〇
円

二
一
、
一
二
〇
円

二
三
、
四
九
〇
円

を

二
二
、
四
一
〇
円

に
、
「
一
四
六
円
」
を
「
一
四
一
円
」

二
四
、
〇
九
〇
円

二
二
、
九
七
〇
円

二
四
、
六
八
〇
円

二
三
、
五
三
〇
円

二
五
、
二
七
〇
円

二
四
、
一
〇
〇
円

二
六
、
九
二
〇
円

二
五
、
七
二
〇
円

二
七
、
五
一
〇
円

二
六
、
二
八
〇
円

二
八
、
一
〇
〇
円

二
六
、
八
五
〇
円

二
八
、
六
九
〇
円

二
七
、
四
一
〇
円

三
〇
、
一
九
〇
円

二
八
、
八
七
〇
円

三
〇
、
七
八
〇
円

二
九
、
四
四
〇
円

三
一
、
三
七
〇
円

三
〇
、
〇
〇
〇
円

三
一
、
九
六
〇
円

三
〇
、
五
六
〇
円

三
三
、
三
〇
〇
円

三
一
、
八
八
〇
円

三
三
、
八
九
〇
円

三
二
、
四
四
〇
円

三
四
、
四
九
〇
円

三
三
、
〇
〇
〇
円

三
五
、
〇
八
〇
円

三
三
、
五
七
〇
円

三
六
、
三
二
〇
円

三
四
、
七
八
〇
円

三
六
、
九
一
〇
円

三
五
、
三
四
〇
円

三
七
、
五
〇
〇
円

三
五
、
九
一
〇
円

三
八
、
〇
九
〇
円

三
六
、
四
七
〇
円

三
九
、
二
五
〇
円

三
七
、
六
〇
〇
円

三
九
、
八
五
〇
円

三
八
、
一
七
〇
円

四
〇
、
四
四
〇
円

三
八
、
七
三
〇
円

四
一
、
〇
三
〇
円

三
九
、
二
九
〇
円

四
二
、
一
〇
〇
円

四
〇
、
三
四
〇
円

四
二
、
六
九
〇
円

四
〇
、
九
〇
〇
円

四
三
、
二
八
〇
円

四
一
、
四
六
〇
円

四
三
、
八
八
〇
円

四
二
、
〇
三
〇
円

四
四
、
九
一
〇
円

四
三
、
〇
三
〇
円

四
五
、
五
〇
〇
円

四
三
、
五
九
〇
円

四
六
、
〇
九
〇
円

四
四
、
一
六
〇
円

四
六
、
六
八
〇
円

四
四
、
七
二
〇
円

四
七
、
六
五
〇
円

四
五
、
六
六
〇
円

四
八
、
二
四
〇
円

四
六
、
二
三
〇
円

四
八
、
八
四
〇
円

四
六
、
七
九
〇
円

四
九
、
四
三
〇
円

四
七
、
三
五
〇
円
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」

」

に
、
「
十
二
・
四
」
を
「
十
二
・
七
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「

「

一
三
〇
円

一
二
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
〇
〇
円

二
一
〇
円

二
〇
〇
円

二
四
〇
円

二
三
〇
円

二
七
〇
円

二
五
〇
円

三
一
〇
円

三
一
〇
円

三
二
〇
円

三
一
〇
円

三
五
〇
円

三
四
〇
円

三
八
〇
円

三
六
〇
円

四
一
〇
円

三
九
〇
円

四
四
〇
円

四
二
〇
円

四
六
〇
円

四
四
〇
円

四
九
〇
円

四
七
〇
円

五
二
〇
円

五
〇
〇
円

五
五
〇
円

五
二
〇
円

五
八
〇
円

五
五
〇
円

六
一
〇
円

五
八
〇
円

六
三
〇
円

六
〇
〇
円

六
六
〇
円

六
三
〇
円

六
九
〇
円

六
六
〇
円

七
二
〇
円

六
八
〇
円

七
五
〇
円

七
一
〇
円

七
七
〇
円

七
四
〇
円

八
〇
〇
円

七
六
〇
円

八
三
〇
円

七
九
〇
円

八
六
〇
円

八
二
〇
円

八
九
〇
円

八
四
〇
円

九
二
〇
円

八
七
〇
円

九
四
〇
円

九
〇
〇
円

九
七
〇
円

九
三
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

九
五
〇
円

一
、
〇
三
〇
円

九
八
〇
円

一
、
〇
六
〇
円

一
、
〇
一
〇
円

一
、
一
二
〇
円

一
、
〇
七
〇
円

を

に
改
め
る
。

一
、
一
五
〇
円

一
、
〇
九
〇
円

一
、
一
八
〇
円

一
、
一
二
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

一
、
一
五
〇
円

一
、
二
八
〇
円

一
、
二
二
〇
円

一
、
三
一
〇
円

一
、
二
五
〇
円

一
、
三
四
〇
円

一
、
二
八
〇
円

一
、
三
七
〇
円

一
、
三
一
〇
円

一
、
四
四
〇
円

一
、
三
七
〇
円

一
、
四
七
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
四
九
〇
円

一
、
四
三
〇
円

一
、
五
二
〇
円

一
、
四
六
〇
円
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一
、
五
九
〇
円

一
、
五
二
〇
円

一
、
六
一
〇
円

一
、
五
四
〇
円

一
、
六
四
〇
円

一
、
五
七
〇
円

一
、
六
七
〇
円

一
、
六
〇
〇
円

一
、
七
三
〇
円

一
、
六
六
〇
円

一
、
七
六
〇
円

一
、
六
八
〇
円

一
、
七
九
〇
円

一
、
七
一
〇
円

一
、
八
一
〇
円

一
、
七
四
〇
円

一
、
八
七
〇
円

一
、
七
九
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

一
、
八
二
〇
円

一
、
九
三
〇
円

一
、
八
四
〇
円

一
、
九
五
〇
円

一
、
八
七
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

一
、
九
二
〇
円

二
、
〇
三
〇
円

一
、
九
五
〇
円

二
、
〇
六
〇
円

一
、
九
七
〇
円

二
、
〇
九
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

二
、
一
四
〇
円

二
、
〇
五
〇
円

二
、
一
七
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

二
、
一
九
〇
円

二
、
一
〇
〇
円

二
、
二
二
〇
円

二
、
一
三
〇
円

二
、
二
七
〇
円

二
、
一
七
〇
円

二
、
三
〇
〇
円

二
、
二
〇
〇
円

二
、
三
三
〇
円

二
、
二
三
〇
円

二
、
三
五
〇
円

二
、
二
五
〇
円

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
細
則

■不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
細
則
第
三
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
細
則
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
細
則

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
例
一
か
ら
様
式
例
二
十
二
ま
で
及
び
様
式
例
二
十
四
か
ら
様
式
例
二
十
七
ま
で
の
規
定

中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
細
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
訓
令

■
群
馬
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
章

文
書
（
第
四
条

第
九
条
）

―

第
四
章

公
印
（
第
十
条
）

「
第
三
章

公
印
（
第

目
次
中

を

第
五
章

文
書
編
さ
ん
保
存
（
第
十
一
条

第
十
三
条
）

第
四
章

服
務
（
第

―

第
六
章

服
務
（
第
十
四
条
）

」

四
条
）

に
改
め
る
。

五
条
）
」

第
一
条
中
「
文
書
、
公
印
、
文
書
編
さ
ん
保
存
」
を
「
公
印
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
三
章
を
削
る
。

第
四
章
中
第
十
条
を
第
四
条
と
し
、
同
章
を
第
三
章
と
す
る
。
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第
五
章
を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
昭
和
三
十
九
年
訓
令
第
八
号
」
を
「
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
」
に

改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
章
を
第
四
章
と
す
る
。

別
表
第
二
を
削
る
。

別
表
第
一
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
第
七
条
第
七
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
の
う
ち
同
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
申
請
（
許
可
し
た
業
務
に
係
る
追
加
の

申
請
に
限
る
。
）
、
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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